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■注意情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
 
■「特定商取引に関する法律（特定商取引法）」違反による容疑者逮捕について 

 
 11 月 17 日に、県内に居住する高齢者に対し、目的を告げずに民家に誘い、ネ

ックレス等の契約の勧誘を行っていた福岡県内の訪問販売業者「株式会社 ホー

ムライフジャパン」の社長及び従業員を特定商取引法違反の疑いで山口県警が逮

捕しました。  
容疑は、平成２０年１月１２日、ネックレス等の契約についての勧誘であるこ

とを告げずに、主婦（７６歳）ら２人を美祢市大嶺町の民家に呼び出し、ネック

レス等の売買契約の締結について勧誘した疑いです。  
       

【逮捕容疑者】  
 福岡県福岡市南区寺塚２丁目  

  株式会社 Home Life Japan 
     代表取締役 兼行 斉（かねゆき  ひとし） (３４歳 )ほか従業員４名     
  

＊ 県消費生活センターへの当該事業者に係る相談は平成２０年１１月１７日

までに１件の相談があり、クーリング・オフを助言して解決しましたが、

ご注意ください。  
今回の手口は、公民館や近所の民家の車庫等を借りて閉鎖的な空間で商

品説明会を開催して、商品の特徴、使用方法などを説明するなどした後、

商品の購入を募る SF 商法（催眠商法）です。もし、被害に遭われたとの情

報があれば、最寄りの警察署や県消費生活センターへお知らせください。  
 ◆SF 商法（催眠商法）にだまされないためのポイント◆       

★「無料、格安、プレゼント」などの甘い言葉につられ、安易に会場に行か 

ないようにしましょう。タダほど高いものはありません。                                                                           

★その場の雰囲気に惑わされず、本当に必要かどうか冷静に判断しましょう。 

    必要のないものなら勇気をもって、キッパリと断りましょう。 

★催眠商法で布団や健康食品などの契約を結んだ場合、契約書を受領した日 

から８日以内であれば、クーリング・オフができます。 

  

○会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  
事務局：山口県消費生活センター企画啓発班  
TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７  
メールアドレス：yka-net@pref.yamaguchi.lg.jp 
ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html                                                          


